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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、前記発光
素子の発光の有無を選択する第２のトランジスタと、前記発光素子が有する陽極または陰
極側のいずれか一方に設けられたカラーフィルタと、前記発光素子及び前記カラーフィル
タを間に挟んで存在する２つの偏光板とを有しており、
　前記陽極及び前記陰極は透光性を有しており、
　前記２つの偏光板は互いに偏向の角度が異なっており、
　前記発光素子から得られる光は白色であり、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、前記発光素子と第２の電源の
間に直列に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタのゲートは第３の電源に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタは飽和領域で動作し、前記第２のトランジスタは線形領域で動
作することを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　発光素子と、前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、前記発光
素子の発光の有無を選択する第２のトランジスタと、前記発光素子を間に挟んで存在する
２つのカラーフィルタと、前記発光素子及び前記２つのカラーフィルタを間に挟んで存在
する２つの偏光板とを有しており、
　前記陽極及び前記陰極は透光性を有しており、
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　前記２つの偏光板は互いに偏向の角度が異なっており、
　前記発光素子から得られる光は白色であり、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、前記発光素子と第２の電源の
間に直列に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタのゲートは第３の電源に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタは飽和領域で動作し、前記第２のトランジスタは線形領域で動
作することを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　発光素子を有する発光パネルと、前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトラン
ジスタと、前記発光素子の発光の有無を選択する第２のトランジスタと、前記発光パネル
を間に挟んで存在する２つのカラーフィルタと、前記発光パネル及び前記２つのカラーフ
ィルタを間に挟んで存在する２つの液晶パネルとを有しており、
　前記陽極及び前記陰極は透光性を有しており、
　前記発光素子から得られる光は白色であり、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、前記発光素子と第２の電源の
間に直列に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタのゲートは第３の電源に電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタは飽和領域で動作し、前記第２のトランジスタは線形領域で動
作することを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第２のトランジスタは、前記第１のトランジスタを介して前記発光素子に電気的に
接続することを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、同じ極性を有することを特徴
とする発光装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタのチャネル長は前記第１のトランジスタのチャネル幅より長く
、前記第２のトランジスタのチャネル長は前記第２のトランジスタのチャネル幅と同じか
、前記第２のトランジスタのチャネル幅よりも短いことを特徴とする発光装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記発光素子は、青色発光を呈する第一発光層と、ホスト材料に燐光材料が１０ｗｔ％
以上の濃度で分散され、かつ前記燐光材料からの燐光発光と前記燐光材料のエキシマー状
態からの発光とを共に発する第二発光層と、を有することを特徴とする発光装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第一発光層からの発光スペクトルの最大ピークは、４００ｎｍ以上５００ｎｍ以下
の領域に位置することを特徴とする発光装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８において、
　前記燐光材料は５００ｎｍ以上７００ｎｍ以下の領域に２つ以上のピークを有する発光
を示し、かつ、前記２つ以上のピークのいずれかがエキシマー発光であることを特徴とす
る発光装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、
　前記発光装置は、可撓性を有する基板上に形成されていることを特徴とする発光装置。
【請求項１１】
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　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記発光装置を一つ又は複数有することを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記電子機器は、携帯情報端末、携帯電話、電子ブック又はディスプレイであることを
特徴とする電子機器。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記ディスプレイは曲面を有するディスプレイであり、前記ディスプレイに設けられる
前記発光装置は、可撓性を有する基板上に形成されていることを特徴とするディスプレイ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置を用いた電子機器、特に携帯用電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話や電子手帳などに代表される携帯用電子機器には、画像を表示するための表示
装置の他、メールの送受信、音声認識、小型カメラによる映像の取り込みなど様々な機能
が要求されている一方、小型化、軽量化に対するユーザーニーズも依然根強い。そのため
、回路規模やメモリ容量のより大きいＩＣを、携帯用電子機器の限られた容積の中により
多く搭載する必要性に迫られている。ＩＣを収容するためのスペースを確保して高機能化
を図り、なおかつ携帯用電子機器を小型化、軽量化するためには、搭載するフラットパネ
ルディスプレイを如何に薄く、軽く作るかが重要なポイントとなる。
【０００３】
　例えば携帯用電子機器に比較的多く用いられている液晶表示装置の場合、透過型だと光
源や導光板等が必要となるので、薄型化、軽量化が妨げられる。また外光を利用するタイ
プの反射型だと、暗所での画像の認識が難しく、場所を選ばずに使用できるという携帯用
電子機器のメリットをいまいち生かしきれない。そこで近年では、発光素子を表示素子と
して用いた発光装置の、携帯用電子機器への搭載が検討され、実用化されつつある。発光
素子は自ら発光するため、液晶表示装置を用いる場合と異なり、光源を設けずとも暗所で
の鮮明な画像の表示が可能である。よって、光源や導光板などのバックライト用の部品の
使用を省くことができ、表示装置を薄型化、軽量化することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように発光装置を用いることで、携帯用電子機器の高機能化、小型化、軽量化を進
めることができるが、一方で、如何に表示する画面を大型化できるかという課題も生じて
いる。携帯用電子機器の高機能化に伴って、より多くの情報を表示する必要が生じている
ことが、その理由の一つである。その他に、表示する文字のサイズを大きくできる年配者
向けの携帯用電子機器の需要が、高齢者の人口増加により伸びていることも、大画面化に
拍車をかける理由になっている。
【０００５】
　上述した問題に鑑み本発明は、軽量化、小型化を図りつつ大画面化を実現することがで
きる電子機器、特に携帯用電子機器の提案を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、上記課題を解決するために、以下の手段を講じる。発光装置の両面から発
光素子の光が発せられる構成を用い、画像の表示が可能な領域を表と裏で合わせて２倍に
する。そして両面で互いに異なる画像の表示を行なう場合には、２画面に対応するビデオ
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信号を交互に入力する。このように両面において表示が可能な発光装置を用いることで、
発光装置の小型化、軽量化を進めつつ、画像を表示できる領域を広げることができる。
【０００７】
　なお発光装置とは、発光素子が封止された状態にある発光パネルと、該パネルにコント
ローラを含むＩＣ等を実装した状態にあるモジュールとを含む。
【０００８】
　そしてさらに、上記発光装置の少なくとも一方の画面に、フルカラーの画像の表示を行
なう。具体的には、各画素に白色発光の発光素子を用い、発光素子から発せられる光をカ
ラーフィルタに通すことで、フルカラーの画像を得る。カラーフィルタによるフルカラー
表示は液晶表示装置で確立されている既存の技術であり、発光装置に転用することが容易
であるという利点を有する。そして、３原色それぞれに対応する発光素子を用いてフルカ
ラー化を行なう方式に比べて、シャドウマスクによる電界発光材料の精緻な塗り分けが不
要であり、輝度の経時変化が全ての色で均一であるという利点もある。青色の光を蛍光材
料からなる色変換材料（ＣＣＭ）によって緑色あるいは赤色に変換するＣＣＭ方式のよう
に、色変換効率の低さに起因して赤色の純度が低かったり、色変換材料自体が蛍光体であ
るため、太陽光などの外光によって画素が発光してしまい、コントラストが低下したりす
るという問題点もない。
【０００９】
　また白色発光の発光素子を用いる場合、一方の画面にのみカラーフィルタを設けること
で、一方の画面にフルカラーの画像を、もう一方の画面にモノクロの画像を表示すること
ができる。そしてこの場合、他のフルカラー表示の方式に比べて、モノクロを表示するた
めの画素数を３倍にすることができる。なお、カラーフィルタの透過率が各色毎に異なっ
ているために、カラーフィルタを通して得られる発光素子の輝度が各色毎にばらつく場合
がある。この場合、色を補正するために各色ごとに発光素子に印加する電圧を変えると、
最も印加する電圧が高い発光素子において劣化が促進されやすく、最も印加する電圧が低
い発光素子において劣化が抑えられるため、発光時間の経過と共に輝度がばらつきやすく
なる。そこで本発明では、カラーフィルタを設けた面とは逆の面においてモノクロの画像
を表示する場合は、最も印加する電圧の低い発光素子を用いて画像を表示する。上記構成
によって、印加する電圧の違いに起因する発光素子の劣化のバラツキを抑えることができ
る。
【００１０】
　ところで、ポリシリコンを用いたＴＦＴは、結晶粒界に形成される欠陥に起因して、そ
の特性にばらつきが生じやすいという問題がある。ＴＦＴの閾値電圧がばらつくと、流れ
る電流が該ＴＦＴによって制御される発光素子の輝度もばらついてしまう。また、電界発
光材料の劣化に伴って、発光素子の輝度が低下するという問題がある。たとえ発光素子に
供給する電流が一定であっても、電界発光材料が劣化すると輝度は低くなる。そしてその
劣化の度合いは、発光時間や流れる電流の量に依存するため、表示する画像によって画素
毎の階調が異なると、各画素の発光素子の劣化に差が生じ、輝度にばらつきが生じてしま
う。
【００１１】
　また発光素子に供給する電流値を制御するトランジスタを飽和領域で動作させることで
、電界発光層の劣化に伴う輝度の低下をある程度抑えることもできる。しかし、飽和領域
におけるドレイン電流はゲート・ソース間の電圧Ｖｇｓの僅かな変化に対して、流れる電
流に大きく影響するため、発光素子が発光している期間に該ゲート・ソース間の電圧Ｖｇ
ｓが変化しないように注意する必要がある。そのためには該トランジスタのゲート・ソー
ス間に設けられた容量素子の容量を大きくしたり、画素へのビデオ信号の入力を制御する
トランジスタのオフ電流を低く抑えたりする必要がある。また、他のトランジスタのスイ
ッチングや信号線、走査線の電位の変化等に伴い、発光素子に供給する電流値を制御する
トランジスタのＶｇｓが変化してしまうという問題もある。これは、該トランジスタのゲ
ートにつく寄生容量によるものである。
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【００１２】
　そこで本発明は、上記手段に加え、以下に示す画素構成を発光装置に用いても良い。
【００１３】
　まず発光素子に電流を供給するためのトランジスタ（駆動用トランジスタ）に加え、ス
イッチング素子として機能するトランジスタ（電流制御用トランジスタ）を駆動用トラン
ジスタに直列に接続する。そして駆動用トランジスタのゲートの電位は固定し、駆動用ト
ランジスタは飽和領域で動作させ、常に電流を流せる状態にしておく。また電流制御用ト
ランジスタは線形領域で動作させ、ビデオ信号を電流制御用トランジスタのゲートに入力
する。
【００１４】
　電流制御用トランジスタは線形領域で動作するため、そのソース・ドレイン間電圧（ド
レイン電圧）Ｖｄｓは発光素子に加わる電圧Ｖｅｌに対して非常に小さく、ゲート・ソー
ス間電圧（ゲート電圧）Ｖｇｓの僅かな変動は、発光素子に流れる電流に影響しない。そ
して駆動用トランジスタは飽和領域で動作するので、ドレイン電流がドレイン電圧Ｖｄｓ
によって変化せず、Ｖｇｓのみによって定まる。つまり、電流制御用トランジスタは発光
素子への電流の供給の有無を選択するのみであって、発光素子に流れる電流の値は、飽和
領域で動作する駆動用トランジスタにより決定される。よって、前記電流制御用トランジ
スタのゲート・ソース間に設けられた容量素子の容量を大きくしたり、画素へのビデオ信
号の入力を制御するトランジスタのオフ電流を低く抑えたりしなくても、発光素子に流れ
る電流に影響しない。また発光素子に流れる電流は、電流制御用トランジスタのゲートに
つく寄生容量による影響も受けない。このため、ばらつき要因が減り、画質を大いに高め
ることができる。また駆動用トランジスタは飽和領域で動作させることで、発光素子の劣
化に伴ってＶｅｌが大きくなる代わりにＶｄｓが小さくなっても、ドレイン電流の値は比
較的一定に保たれる。よって発光素子が劣化しても輝度の低下を抑えることができる。ま
た、画素へのビデオ信号の入力を制御するトランジスタのオフ電流を低く抑えるためにプ
ロセスを最適化しなくとも良いので、トランジスタ作製プロセスを簡略化することができ
、コスト削減、歩留まり向上に大きく貢献することができる。
【００１５】
　また、駆動用トランジスタのＬをＷより長く、電流制御用トランジスタのＬをＷと同じ
か、それより短くしてもよい。より望ましくは、駆動用トランジスタのＷに対するＬの比
が５以上にするとよい。上記構成によって、駆動用トランジスタの特性の違いに起因する
、画素間における発光素子の輝度のばらつきを抑えることができる。
【００１６】
　なお本発明の発光装置において用いられるトランジスタは、単結晶シリコンを用いて形
成されたトランジスタであっても良いし、ＳＯＩを用いたトランジスタであっても良いし
、多結晶シリコンやアモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタであっても良い。ま
た、有機半導体を用いたトランジスタであっても良いし、カーボンナノチューブを用いた
トランジスタであってもよい。また本発明の発光装置の画素に設けられたトランジスタは
、シングルゲート構造を有していても良いし、ダブルゲート構造やそれ以上のゲート電極
を有するマルチゲート構造であっても良い。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の用に両面において表示が可能な発光装置を用いることで、発光装置の小型化、
軽量化を進めつつ、画像を表示できる領域を広げることができる。また、カラーフィルタ
によるフルカラー表示は液晶表示装置で確立されている既存の技術であり、発光装置に転
用することが容易であるという利点を有する。そして、３原色それぞれに対応する発光素
子を用いてフルカラー化を行なう方式に比べて、シャドウマスクによる電界発光材料の精
緻な塗り分けが不要であり、輝度の経時変化が全ての色で均一であるという利点もある。
青色の光を蛍光材料からなる色変換材料（ＣＣＭ）によって緑色あるいは赤色に変換する
ＣＣＭ方式のように、色変換効率の低さに起因して赤色の純度が低かったり、色変換材料
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自体が蛍光体であるため、太陽光などの外光によって画素が発光してしまい、コントラス
トが低下したりするという問題点もない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱すること
なくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従っ
て、本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１を用い、本発明の具体的な構成について説明する。図１（Ａ）に、本発明の発光装
置の断面構造の一形態を示す。図１（Ａ）に示す本発明の発光装置は、発光素子を各画素
に備えた発光パネル１０１と、該発光パネル１０１を間に挟んで存在する２つのカラーフ
ィルタ１０２、１０３と、発光パネル１０１及びカラーフィルタ１０２、１０３を間に挟
んで存在する２つの偏光板１０４、１０５を有する。
【００２０】
　発光パネル１０１は、白抜きの矢印で示すように、発光素子の光が両方の面から発せら
れるような構成を有しており、具体的に各発光素子は、光を透過させる性質（透光性）を
有する電極を、陽極及び陰極として用いる。また発光素子は、その発光色が白であること
を特徴とする。発光パネル１０１の両面からそれぞれ発せられた光のうち、カラーフィル
タ１０２、１０３において特定の波長領域の光が透過し、さらに偏光板１０４、１０５に
おいて特定の偏向成分の光のみが透過する。
【００２１】
　偏光板１０４、１０５は、互いに透過する偏向の角度が異なるように、より望ましくは
偏向の角度が９０度異なるように配置し、外光が発光パネルを透過するのを防ぐ。図２（
Ａ）に、偏光板を設けていない場合において、発光パネル２０１を透過する外光の向きを
示す。また、図２（Ｂ）に、偏向の角度が異なる２つの偏光板２０２、２０３で発光パネ
ル２０１を挟んだ場合において、発光パネル２０１から発せられる光の向きを示す。
【００２２】
　図２（Ａ）に示すように偏光板を設けない場合、発光パネル２０１が有する発光素子は
、陽極、陰極ともに透光性を有する。よって、外光は発光パネル２０１を透過するので、
人の目には発光パネル２０１の向こう側が透けて見える。一方、図２（Ｂ）に示すよう偏
光板２０２、２０３を設けた場合、外光は２つの偏光板２０２、２０３のいずれか一方の
みしか透過しない。よって、発光パネル２０１の向こう側が透けて見えるのを防ぐことが
でき、画像のコントラストを高めることができる。しかし発光パネル２０１から発せられ
た光は、偏光板２０２、２０３においてそれぞれ特定の偏向成分が透過するので、両方の
面から光を得ることができる。
【００２３】
　図１（Ｂ）に、本発明の発光装置の断面構造の、図１（Ａ）とは異なる一形態を示す。
図１（Ｂ）に示す本発明の発光装置は、発光素子を各画素に備えた発光パネル１１１と、
該発光パネル１１１を間に挟んで存在する２つのカラーフィルタ１１２、１１３と、発光
パネル１１１及びカラーフィルタ１１２、１１３を間に挟んで存在する２つの液晶パネル
１１４、１１５を有する。
【００２４】
　発光パネル１１１は、図１（Ａ）と同様に、発光素子の光が両方の面から発せられるよ
うな構成を有しており、具体的に各発光素子は、透光性を有する電極を陽極及び陰極とし
て用いる。また発光素子は、その発光色が白であることを特徴とする。発光パネル１１１
の両面からそれぞれ発せられた光のうち、カラーフィルタ１１２、１１３において特定の
波長領域の光が透過し、さらに液晶パネル１１４、１１５において一方の面側にのみ光が
透過する。
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【００２５】
　液晶パネル１１４、１１５は、画素電極と、対向電極と、画素電極と対向電極の間に設
けられた液晶とを有しており、またその他に偏光板等を有している。液晶パネル１１４、
１１５は、画素電極と対向電極の間に印加する電圧により、光の透過率が制御される。そ
して、２つの液晶パネル１１４、１１５は、一方が光を透過する間、他方が光を透過しな
いように、その駆動を制御する。上記構成によって、発光パネル１１１を外光が透過する
のを防ぐことができる。
【００２６】
　なお図１（Ａ）、図１（Ｂ）では、発光パネル１０１、１１１とは別個にカラーフィル
タを設けているが、発光パネルの内部にカラーフィルタとして機能する膜を設ける様にし
ても良い。
【００２７】
　図３（Ａ）に、発光パネル３０１を間に挟んで存在する２つの液晶パネル３０２、３０
３のうち、液晶パネル３０２において光を透過させた発光装置の様子を示す。また図３（
Ｂ）に、発光パネル３０１を間に挟んで存在する２つの液晶パネル３０２、３０３のうち
、液晶パネル３０３において光を透過させた発光装置の様子を示す。
【００２８】
　図３（Ａ）、図３（Ｂ）に示すように、液晶パネル３０２、３０３は、一方が光を透過
する場合、他方が光を遮蔽するように駆動する。よって、発光パネル３０１の発光素子３
０４から発せられた光は、それぞれ白抜きの矢印で示すように、一方の面側においてのみ
透過する。上記構成によって、外光が透過することで、人の目に発光パネル３０１の向こ
う側が透けて見えるという事態を防ぐことができ、コントラストを高めることができる。
また、液晶パネル３０２、３０３の透過率の切り替えに同期して、ビデオ信号の切り替え
を行なっても良い。具体的には、光を透過するのがどちらの液晶パネルであっても、必ず
、光が透過する側の画像情報を有するビデオ信号を、発光パネル３０１に入力するように
する。上記構成によって、発光パネル３０１の両面に、異なる画像を並行して表示するこ
とができる。
【００２９】
　なお、図１（Ａ）、図１（Ｂ）のいずれの場合においてもカラーフィルタを発光パネル
の両面に設けているが、一方の面側にのみ設けるようにしても良い。この場合、発光パネ
ルのカラーフィルタを設けない面側では、モノクロの画像が表示される。フルカラーの表
示の場合、例えば赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の三原色に対応した３つの画素で間色を
表現するが、モノクロの表示の場合は、無彩色であるので基本的には１つの画素で表示を
行なうことができる。しかし三原色それぞれに対応する発光素子を用いてフルカラー化を
行なう方式や、ＣＣＭ方式では、無彩色を１つの画素で表現することができない。したが
ってこれら２つの方式では、フルカラー表示を行なう面と同様に、モノクロ表示を行なう
面でも３つの画素を一単位として画像を表示する。一方本発明では、白色発光の発光素子
を用いているので、一方の面側にカラーフィルタを設けずにおくことで、１つの画素でモ
ノクロの表示を行なうことができる。
【００３０】
　なお本実施の形態において、発光パネルはアクティブマトリクス型であっても、パッシ
ブマトリクス型であっても、どちらでも良い。
【００３１】
　本実施の形態で示したように本発明の発光装置は、発光パネルの両面に画像を表示する
ことができるので、発光装置の小型化、軽量化を進めつつ、画像を表示できる領域を広げ
ることができる。本発明の構成は、小型化、軽量化に重点が置かれている携帯用電子機器
に特に有効である。
【００３２】
（実施の形態２）
　図４（Ａ）に、本発明の発光装置が有する画素の一形態を示す。図４（Ａ）に示す画素
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は、発光素子４０１と、画素へのビデオ信号の入力を制御するためのスイッチング素子と
して用いるトランジスタ（スイッチング用トランジスタ）４０２と、発光素子４０１に流
れる電流値を制御する駆動用トランジスタ４０３と、発光素子４０１への電流の供給の有
無を選択する電流制御用トランジスタ４０４とを有している。さらに本実施の形態のよう
に、ビデオ信号の電位を保持するための容量素子４０５を画素に設けても良い。
【００３３】
　駆動用トランジスタ４０３及び電流制御用トランジスタ４０４は同じ極性を有する。図
４（Ａ）では共にｐ型としたが、共にｎ型であっても良い。また本発明では、駆動用トラ
ンジスタ４０３を飽和領域で、電流制御用トランジスタ４０４を線形領域で動作させる。
また、駆動用トランジスタ４０３のチャネル長Ｌをチャネル幅Ｗより長く、電流制御用ト
ランジスタ４０４のＬをＷと同じか、それより短くてもよい。より望ましくは、駆動用ト
ランジスタ４０３のＷに対するＬの比が５以上にするとよい。また、駆動用トランジスタ
４０３にはエンハンスメント型トランジスタを用いてもよいし、ディプリーション型トラ
ンジスタを用いてもよい。
【００３４】
　スイッチング用トランジスタ４０２のゲートは、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続され
ている。スイッチング用トランジスタ４０２のソースとドレインは、一方が信号線Ｓｉ（
ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ４０４のゲートに接続されている。
駆動用トランジスタ４０３のゲートは第２の電源線Ｗｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている
。そして駆動用トランジスタ４０３及び電流制御用トランジスタ４０４は、第１の電源線
Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）から供給される電流が、駆動用トランジスタ４０３及び電流制御用ト
ランジスタ４０４のドレイン電流として発光素子４０１に供給されるように、第１の電源
線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子４０１と接続されている。本実施の形態では、電流制御
用トランジスタ４０４のソースが第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用ト
ランジスタ４０３のドレインが発光素子４０１の画素電極に接続される。
【００３５】
　なお駆動用トランジスタ４０３のソースを第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、
電流制御用トランジスタ４０４のドレインを発光素子４０１の画素電極に接続してもよい
。この場合駆動用トランジスタ４０３はディプリーション型トランジスタとする。
【００３６】
　発光素子４０１は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる
。図４（Ａ）のように、陽極が駆動用トランジスタ４０３と接続している場合、陽極が画
素電極、陰極が対向電極となる。発光素子４０１の対向電極と、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝
１～ｘ）のそれぞれには、発光素子４０１に順バイアス方向の電流が供給されるように、
電位差が設けられている。
【００３７】
　容量素子４０５が有する２つの電極は、一方は第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続
されており、もう一方は電流制御用トランジスタ４０４のゲートに接続されている。容量
素子４０５はスイッチング用トランジスタ４０２が非選択状態（オフ状態）にある時、容
量素子４０５の電極間の電位差を保持するために設けられている。なお図４（Ａ）では容
量素子４０５を設ける構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子４０５
を設けない構成にしても良い。
【００３８】
　図４（Ａ）では駆動用トランジスタ４０３および電流制御用トランジスタ４０４をｐチ
ャネル型トランジスタとし、駆動用トランジスタ４０３のドレインと発光素子４０１の陽
極とを接続する。逆に駆動用トランジスタ４０３および電流制御用トランジスタ４０４を
ｎチャネル型トランジスタとするならば、駆動用トランジスタ４０３のソースと発光素子
４０１の陰極とを接続する。この場合、発光素子４０１の陰極が画素電極、陽極が対向電
極となる。
【００３９】
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　次に、図４（Ａ）に示した画素の駆動方法について説明する。図４（Ａ）に示す画素は
、その動作を書き込み期間、保持期間とに分けて説明することができる。まず書き込み期
間において走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されると、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）にゲー
トが接続されているスイッチング用トランジスタ４０２がオンになる。そして、信号線Ｓ
１～Ｓｘに入力されたビデオ信号が、スイッチング用トランジスタ４０２を介して電流制
御用トランジスタ４０４のゲートに入力される。なお、駆動用トランジスタ４０３はゲー
トが第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されているため、常にオン状態である。
【００４０】
　ビデオ信号によって電流制御用トランジスタ４０４がオンになる場合は、第１の電源線
Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）を介して電流が発光素子４０１に供給される。このとき電流制御用ト
ランジスタ４０４は線形領域で動作しているため、発光素子４０１に流れる電流は、飽和
領域で動作する駆動用トランジスタ４０３と発光素子４０１の電圧電流特性によって決ま
る。そして発光素子４０１は、供給される電流に見合った高さの輝度で発光する。またビ
デオ信号によって電流制御用トランジスタ４０４がオフになる場合は、発光素子４０１へ
の電流の供給は行なわれず、発光素子４０１は発光しない。
【００４１】
　保持期間では、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）の電位を制御することでスイッチング用トラ
ンジスタ４０２をオフにし、書き込み期間において書き込まれたビデオ信号の電位を保持
する。書き込み期間において電流制御用トランジスタ４０４をオンにした場合、ビデオ信
号の電位は容量素子４０５によって保持されているので、発光素子４０１への電流の供給
は維持されている。逆に、書き込み期間において電流制御用トランジスタ４０４をオフに
した場合、ビデオ信号の電位は容量素子４０５によって保持されているので、発光素子４
０１への電流の供給は行なわれていない。
【００４２】
　電流制御用トランジスタ４０４は線形領域で動作するため、そのソース・ドレイン間電
圧（ドレイン電圧）Ｖｄｓは発光素子に加わる電圧Ｖｅｌに対して非常に小さく、ゲート
・ソース間電圧（ゲート電圧）Ｖｇｓの僅かな変動は、発光素子４０１に流れる電流に影
響しない。そして駆動用トランジスタ４０３は飽和領域で動作するので、ドレイン電流が
ドレイン電圧Ｖｄｓによって変化せず、Ｖｇｓのみによって定まる。このため、電流制御
用トランジスタ４０４は発光素子４０１への電流の供給の有無を選択するのみであって、
発光素子４０１に流れる電流の値は、飽和領域で動作する駆動用トランジスタ４０３によ
り決定される。よって、電流制御用トランジスタ４０４のゲート・ソース間に設けられた
容量素子４０５の容量を大きくしたり、スイッチング用トランジスタ４０２のオフ電流を
低く抑えたりしなくても、発光素子４０１に流れる電流の変化を抑えることができる。ま
た駆動用トランジスタ４０３は飽和領域で動作させることで、発光素子４０１の劣化に伴
ってＶｅｌが大きくなる代わりにＶｄｓが小さくなっても、ドレイン電流の値は比較的一
定に保たれる。よって発光素子４０１が劣化しても輝度の低下を抑えることができる。
【００４３】
　また、駆動用トランジスタのＬをＷより長く、電流制御用トランジスタのＬをＷと同じ
か、それより短くしてもよい。より望ましくは、駆動用トランジスタのＷに対するＬの比
が５以上にするとよい。上記構成によって、駆動用トランジスタの特性の違いに起因する
、画素間における発光素子の輝度のばらつきを抑えることができる。
【００４４】
　なお白色のバランスを図るために、駆動用トランジスタ４０３のゲートの電位を、Ｒ、
Ｇ、Ｂごとに変えても良い。また駆動用トランジスタ４０３のゲートの電位が全ての画素
で同じであっても良い場合、第２の電源線を走査線と並列に形成し、走査線を共有してい
る画素が第２の電源線をも共有するようにしても良い。
【００４５】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、本発明の発光装置が有する画素の、図４（Ａ）とは異なる形態につ
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いて説明する。
【００４６】
　図４（Ｂ）に示す画素は、発光素子４１１と、スイッチング用トランジスタ４１２と、
駆動用トランジスタ４１３と、電流制御用トランジスタ４１４と、書き込まれたビデオ信
号の電位を消去するためのトランジスタ（消去用トランジスタ）４１６とを有している。
上記素子に加えて容量素子４１５を画素に設けても良い。駆動用トランジスタ４１３及び
電流制御用トランジスタ４１４は同じ極性を有する。本発明では、駆動用トランジスタ４
１３を飽和領域で、電流制御用トランジスタ４１４を線形領域で動作させる。また、駆動
用トランジスタ４１３のＬをＷより長く、電流制御用トランジスタ４１４のＬをＷと同じ
か、それより短くてもよい。より望ましくは、駆動用トランジスタ４１３のＷに対するＬ
の比が５以上にするとよい。
【００４７】
　また、駆動用トランジスタ４１３にはエンハンスメント型トランジスタを用いてもよい
し、ディプリーション型トランジスタを用いてもよい。
【００４８】
　スイッチング用トランジスタ４１２のゲートは、第１走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されている。スイッチング用トランジスタ４１２のソースとドレインは、一方が信号線
Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ４１４のゲートに接続されて
いる。また消去用トランジスタ４１６のゲートは、第２走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されており、ソースとドレインは、一方が第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に、他方が
電流制御用トランジスタ４１４のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ４１３の
ゲートは第２の電源線Ｗｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている。そして駆動用トランジスタ
４１３及び電流制御用トランジスタ４１４は、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）から供給
される電流が、駆動用トランジスタ４１３及び電流制御用トランジスタ４１４のドレイン
電流として発光素子４１１に供給されるように、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光
素子４１１と接続されている。本実施の形態では、電流制御用トランジスタ４１４のソー
スが第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用トランジスタ４１３のドレイン
が発光素子４１１の画素電極に接続される。なお駆動用トランジスタ４１３のソースを第
１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、電流制御用トランジスタ４１４のドレインを発
光素子４１１の画素電極に接続してもよい。
【００４９】
　発光素子４１１は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる
。図４（Ｂ）のように陽極が駆動用トランジスタ４１３と接続している場合、陽極が画素
電極、陰極が対向電極となる。発光素子４１１の対向電極と、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）のそれぞれには、発光素子４１１に順バイアス方向の電流が供給されるように、電
位差が設けられている。
【００５０】
　容量素子４１５が有する２つの電極は、一方は第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続
されており、もう一方は電流制御用トランジスタ４１４のゲートに接続されている。
【００５１】
　図４（Ｂ）では駆動用トランジスタ４１３および電流制御用トランジスタ４１４をｐチ
ャネル型トランジスタとし、駆動用トランジスタ４１３のドレインと発光素子４１１の陽
極とを接続する。逆に駆動用トランジスタ４１３および電流制御用トランジスタ４１４を
ｎチャネル型トランジスタとするならば、駆動用トランジスタ４１３のソースと発光素子
４１１の陰極とを接続する。この場合、発光素子４１１の陰極が画素電極、陽極が対向電
極となる。
【００５２】
　図４（Ｂ）に示す画素は、その動作を書き込み期間、保持期間、消去期間とに分けて説
明することができる。書き込み期間と保持期間におけるスイッチング用トランジスタ４１
２、駆動用トランジスタ４１３及び電流制御用トランジスタ４１４の動作については、図
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４（Ａ）の場合と同様である。
【００５３】
　消去期間では、第２走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されて消去用トランジスタ４１
６がオンになり、第１の電源線Ｖ１～Ｖｘの電位が消去用トランジスタ４１６を介して電
流制御用トランジスタ４１４のゲートに与えられる。よって、電流制御用トランジスタ４
１４がオフになるため、発光素子４１１に強制的に電流が供給されない状態を作り出すこ
とができる。
【実施例１】
【００５４】
　本実施例では、本発明の表示装置に用いる発光素子の構成の一例について説明する。
【００５５】
　図５（Ａ）に、本発明の発光装置が有する発光素子の断面構造を、模式的に示す。素子
の構成としては、透明導電膜であるＩＴＯで形成された陽極５０１上に、ホール注入層５
０２として銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）、第１発光層５０３として４，４'－ビス［Ｎ
－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル（略称α－ＮＰＤ）、第２発
光層５０４としてゲスト材料である４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾリル－ビフェニル（
略称ＣＢＰ）、ホスト材料であるＰｔ（ｐｐｙ）ａｃａｃ、電子輸送層５０５としてＢＣ
Ｐ、電子注入層５０６としてＣａＦ2、Ａｌからなる陰極５０７が順に積層されている。
なお、Ｐｔ（ｐｐｙ）ａｃａｃは以下の構造式１で表される。
【００５６】
【化１】

【００５７】
　本発明では、陰極５０７が光を透過する程度の薄い膜厚、具体的には２０ｎｍ程度の膜
厚とすることで、両面発光を実現することができる。
【００５８】
　図５（Ａ）に示す発光素子の第２発光層５０４は、ホスト材料であるＰｔ（ｐｐｙ）ａ
ｃａｃに燐光材料であるＣＢＰがゲスト材料として１０ｗｔ％以上の濃度で分散されてお
り、燐光材料からの燐光発光と燐光材料のエキシマー状態からの発光とを共に発する。具
体的に燐光材料は、５００ｎｍ以上７００ｎｍ以下の領域に２つ以上のピークを有する発
光を示し、かつ、前記２つ以上のピークのいずれかがエキシマー発光であることが好まし
い。そして第１発光層５０３は、発光スペクトルの最大ピークが４００ｎｍ以上５００ｎ
ｍ以下の領域に位置する青色発光を呈し、該青色発光が第２発光層からの発光と混ざるこ
とで、色の純度がより０に近い白色光を得ることができる。また、ドープする材料を一種
類しか用いていないため、電流密度を変化させたときや、あるいは連続駆動した場合にお
いても、発光スペクトルの形状が変化したりせず、安定な白色光を供給できる。なお第一
発光層は、発光スペクトルの最大ピークが４００ｎｍ以上５００ｎｍ以下の領域に位置す
る、青色発光を呈するゲスト材料をホスト材料に分散させた構成でもよい。
【００５９】
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　次に図５（Ｂ）に、本発明の発光装置が有する発光素子の、図５（Ａ）とは異なる断面
構造を、模式的に示す。素子の構成としては、透明導電膜であるＩＴＯで形成された陽極
５１１上に、ホール注入層５１２としてポリチオフェン、ホール輸送層５１３としてＮ，
Ｎ'－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ'－ジフェニル－１，１'－ビフェニル－４，
４'－ジアミン（略称ＴＰＤ）、第１発光層５１４としてゲスト材料であるルブレン、ホ
スト材料であるＴＰＤ、第２発光層５１５としてゲスト材料であるクマリン６、ホスト材
料であるＡｌｑ3、Ａｌからなる陰極５１６が順に積層されている。
【００６０】
　図５（Ｂ）においても、陰極５１６が光を透過する程度の薄い膜厚、具体的には２０ｎ
ｍ程度の膜厚とすることで、白色の両面発光を実現することができる。
【００６１】
　次に図５（Ｃ）に、本発明の発光装置が有する発光素子の、図５（Ａ）とは異なる断面
構造を、模式的に示す。素子の構成としては、透明導電膜であるＩＴＯで形成された陽極
５２１上に、ホール注入層５２２としてＨＩＭ３４、ホール輸送層５２３としてテトラア
リルベンジジン誘導体、第１発光層５２４としてゲスト材料であるナフタセン誘導体、ホ
スト材料であるテトラアリルベンジジン誘導体及びフェニルアントラセン誘導体、第２発
光層５２５としてゲスト材料であるスチリルアミン誘導体、ホスト材料であるテトラアリ
ルベンジジン誘導体及びフェニルアントラセン誘導体、電子輸送層５２６としてフェニル
アントラセン誘導体、電子注入層５２７としてＡｌｑ3、第１陰極５２８としてＣｓＩ、
第２陰極５２９としてＭｇＡｇが順に積層されている。
【００６２】
　図５（Ｃ）においても、第１陰極５２８、第２陰極５２９のトータルの膜厚が光を透過
する程度の薄さ、具体的には２０ｎｍ程度の膜厚とすることで、白色の両面発光を実現す
ることができる。
【００６３】
　なお本実施例における発光素子の積層構造は、図５に示した構成に限定されない。なお
陰極側から光を得るためには、膜厚を薄くする方法の他に、Ｌｉを添加することで仕事関
数が小さくなったＩＴＯを用いる方法もある。本発明で用いる発光素子は、陽極側と陰極
側の両方から光が発せられる構成であれば良い。
【実施例２】
【００６４】
　本実施例では、実施の形態１に示した本発明の発光装置の、画素の１実施例について説
明する。
【００６５】
　図６（Ａ）に、本実施例の画素の回路図を示す。図６（Ａ）において、６０１はスイッ
チング用トランジスタである。スイッチング用トランジスタ６０１のゲートは、走査線Ｇ
ｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されている。スイッチング用トランジスタ６０１のソースとドレ
インは、一方が信号線Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が駆動用トランジスタ６０２のゲ
ートに接続されている。駆動用トランジスタ６０２のソースとドレインは、一方が電源線
Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、もう一方は発光素子６０３の画素電極に接続される。
【００６６】
　発光素子６０３は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる
。陽極が駆動用トランジスタ６０２のソースまたはドレインと接続している場合、陽極が
画素電極、陰極が対向電極となる。逆に陰極が駆動用トランジスタ６０２のソースまたは
ドレインと接続している場合、陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。なお、駆動用ト
ランジスタ６０２のソースまたはドレインが発光素子６０３の陽極に接続されている場合
、駆動用トランジスタ６０２はｐチャネル型トランジスタであることが望ましい。また、
駆動用トランジスタ６０２のソースまたはドレインが発光素子６０３の陰極と接続されて
いる場合、駆動用トランジスタ６０２はｎチャネル型トランジスタであることが望ましい
。
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【００６７】
　発光素子６０３の対向電極と、電源線Ｖｉには、それぞれ電源から電圧が与えられてい
る。そして対向電極と電源線の電圧差は、駆動用トランジスタがオンになったときに発光
素子に順方向バイアスの電圧が印加されるような値に保たれている。
【００６８】
　容量素子６０４が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉに接続されており、もう一方
は駆動用トランジスタ６０２のゲートに接続されている。容量素子６０４はスイッチング
用トランジスタ６０１が非選択状態（オフ状態）にある時、駆動用トランジスタ６０２の
ゲート電圧を保持するために設けられている。なお図６（Ａ）では容量素子６０４を設け
る構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子６０４を設けない構成にし
ても良い。
【００６９】
　走査線Ｇｊの電位によりスイッチング用トランジスタ６０１がオンになると、信号線Ｓ
ｉに入力されたビデオ信号の電位が駆動用トランジスタ６０２のゲートに与えられる。こ
の入力されたビデオ信号の電位に従って、駆動用トランジスタ６０２のゲート電圧（ゲー
トとソース間の電圧差）が定まる。そして、該ゲート電圧によって流れる駆動用トランジ
スタ６０２のドレイン電流は、発光素子６０３に供給され、発光素子６０３は供給された
電流によって発光する。
【００７０】
　次に、図６（Ａ）とは異なる画素の構成を図６（Ｂ）に示す。図６（Ｂ）において、６
１１はスイッチング用トランジスタである。スイッチング用トランジスタ６１１のゲート
は、第１走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されている。スイッチング用トランジスタ６
１１のソースとドレインは、一方が信号線Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が駆動用トラ
ンジスタ６１２のゲートに接続されている。消去用トランジスタ６１４のゲートは、第２
走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されている。消去用トランジスタ６１４のソースとド
レインは、一方が電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が駆動用トランジスタ６１２の
ゲートに接続されている。駆動用トランジスタ６１２のソースとドレインは、一方は電源
線Ｖｉに、もう一方は発光素子６１３が有する画素電極に接続されている。
【００７１】
　発光素子６１３は陽極と、陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからな
る。陽極が駆動用トランジスタ６１２のソースまたはドレインと接続している場合、陽極
が画素電極、陰極が対向電極となる。逆に陰極が駆動用トランジスタ６１２のソースまた
はドレインと接続している場合、陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。陽極が画素電
極の場合、駆動用トランジスタ６１２はｐチャネル型トランジスタであることが望ましい
。また、陰極が画素電極の場合、駆動用トランジスタ６１２はｎチャネル型トランジスタ
であることが望ましい。発光素子６１３の対向電極と電源線Ｖｉには、それぞれ電源から
電圧が与えられている。そして対向電極と電源線の電圧差は、駆動用トランジスタがオン
になったときに発光素子に順方向バイアスの電圧が印加されるような値に保たれている。
【００７２】
　容量素子６１５が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉに接続されており、もう一方
は駆動用トランジスタ６１２のゲートに接続されている。容量素子６１５はスイッチング
用トランジスタ６１１が非選択状態（オフ状態）にある時、駆動用トランジスタ６１２の
ゲート電圧を保持するために設けられている。なお図６（Ｂ）では容量素子６１５を設け
る構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子６１５を設けない構成にし
ても良い。
【００７３】
　第１走査線Ｇａｊの電位によりスイッチング用トランジスタ６１１がオンになると、信
号線Ｓｉに入力されたビデオ信号の電位が駆動用トランジスタ６１２のゲートに与えられ
る。この入力されたビデオ信号の電位に従って、駆動用トランジスタ６１２のゲート電圧
（ゲートとソース間の電圧差）が定まる。そして、該ゲート電圧によって流れる駆動用ト
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ランジスタ６１２のドレイン電流は、発光素子６１３に供給され、発光素子６１３は供給
された電流によって発光する。
【００７４】
　さらに、第２走査線Ｇｂｊの電位により消去用トランジスタ６１４がオンになると、電
源線Ｖｉの電位が駆動用トランジスタ６１２のゲートとソースの両方に与えられ、よって
駆動用トランジスタ６１２がオフし、発光素子６１３の発光が強制的に終了する。
【００７５】
　なお図６に示した画素を用いた場合、ビデオ信号はアナログでもデジタルでも良い。デ
ジタルの場合、発光素子の発光する期間（発光期間）を制御することで、階調を表示する
ことが可能である。ただし、図５（Ａ）に示した発光素子は、電流密度を変化させた場合
においても、発光スペクトルの形状が変化したりせず、安定な白色光を供給できるので、
アナログ駆動に有利であるといえる。
【００７６】
　なお本実施例で示した構成は、本発明の発光装置の一例であり、本発明はこの構成に限
定されない。また、図６では、ビデオ信号を電圧で入力するタイプであるが、ビデオ信号
を電流で入力するタイプの発光装置にも用いることが可能である。
【実施例３】
【００７７】
　図７を用いて、本発明の発光装置の、画素の断面構造について説明する。図７では、基
板６０００上にトランジスタ６００１が形成されている。トランジスタ６００１は第１の
層間絶縁膜６００２で覆われており、第１の層間絶縁膜６００２上には樹脂等で形成され
たカラーフィルタ６００３と、コンタクトホールを介してトランジスタ６００１と電気的
に接続されている配線６００４が形成されている。
【００７８】
　そしてカラーフィルタ６００３及び配線６００４を覆うように、第１の層間絶縁膜６０
０２上に、第２の層間絶縁膜６００５が形成されている。なお、第１の層間絶縁膜６００
２または第２の層間絶縁膜６００５は、プラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、酸化
珪素、窒化珪素または酸化窒化珪素膜を単層でまたは積層して用いることができる。また
酸素よりも窒素のモル比率が高い酸化窒化珪素膜上に、窒素よりも酸素のモル比率が高い
酸化窒化珪素膜を積層した膜を第１の層間絶縁膜６００２または第２の層間絶縁膜６００
５として用いても良い。或いは第１の層間絶縁膜６００２または第２の層間絶縁膜６００
５として、有機樹脂膜を用いても良いし、シロキサン系材料を出発材料として形成された
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含む絶縁膜（以下、シロキサン系絶縁膜と呼ぶ）等を用いても良い
。シロキサン系絶縁膜は、置換基に水素の他、フッ素、アルキル基、または芳香族炭化水
素のうち少なくとも１種を有していても良い。
【００７９】
　第２の層間絶縁膜６００５上には、コンタクトホールを介して配線６００４に電気的に
接続されている配線６００６と、該配線６００６と電気的に接続されている陽極６００７
が形成されている。陽極６００７は、第２の層間絶縁膜６００５を間に挟んで、カラーフ
ィルタ６００３と重なる位置に形成する。
【００８０】
　また第２の層間絶縁膜６００５上には隔壁として用いる有機樹脂膜６００８が形成され
ている。有機樹脂膜６００８は開口部を有しており、該開口部において陽極６００７と電
界発光層６００９と陰極６０１０が重なり合うことで発光素子６０１１が形成されている
。電界発光層６００９は、発光層単独かもしくは発光層を含む複数の層が積層された構成
を有している。なお、有機樹脂膜６００８及び陰極６０１０上に、保護膜を成膜しても良
い。この場合、保護膜は水分や酸素などの発光素子の劣化を促進させる原因となる物質を
、他の絶縁膜と比較して透過させにくい膜を用いる。代表的には、例えばＤＬＣ膜、窒化
炭素膜、ＲＦスパッタ法で形成された窒化珪素膜等を用いるのが望ましい。また上述した
水分や酸素などの物質を透過させにくい膜と、該膜に比べて水分や酸素などの物質を透過
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させやすい膜とを積層させて、保護膜として用いることも可能である。
【００８１】
　また有機樹脂膜６００８は、電界発光層６００９が成膜される前に、吸着した水分や酸
素等を除去するために真空雰囲気下で加熱しておく。具体的には、１００℃～２００℃、
０．５～１時間程度、真空雰囲気下で加熱処理を行なう。望ましくは３×１０-7Ｔｏｒｒ
以下とし、可能であるならば３×１０-8Ｔｏｒｒ以下とするのが最も望ましい。そして、
有機樹脂膜に真空雰囲気下で加熱処理を施した後に電界発光層を成膜する場合、成膜直前
まで真空雰囲気下に保つことで、信頼性をより高めることができる。
【００８２】
　また有機樹脂膜６００８の開口部における端部は、有機樹脂膜６００８上に一部重なっ
て形成されている電界発光層６００９に、該端部において穴があかないように、丸みを帯
びさせることが望ましい。具体的には、開口部における有機樹脂膜の断面が描いている曲
線の曲率半径が、０．２～２μｍ程度であることが望ましい。
【００８３】
　上記構成により、後に形成される電界発光層や陰極のカバレッジを良好とすることがで
き、陽極６００７と陰極６０１０が電界発光層６００９に形成された穴においてショート
するのを防ぐことができる。また電界発光層６００９の応力を緩和させることで、発光領
域が減少するシュリンクとよばれる不良を低減させることができ、信頼性を高めることが
できる。
【００８４】
　なお図７では、有機樹脂膜６００８として、ポジ型の感光性のアクリル樹脂を用いた例
を示している。感光性の有機樹脂には、光、電子、イオンなどのエネルギー線が露光され
た箇所が除去されるポジ型と、露光された箇所が残るネガ型とがある。本発明ではネガ型
の有機樹脂膜を用いても良い。また感光性のポリイミドを用いて有機樹脂膜６００８を形
成しても良い。ネガ型のアクリルを用いて有機樹脂膜６００８を形成した場合、開口部に
おける端部が、Ｓ字状の断面形状となる。このとき開口部の上端部及び下端部における曲
率半径は、０．２～２μｍとすることが望ましい。
【００８５】
　陽極６００７は透明導電膜を用いることができる。ＩＴＯの他、酸化インジウムに２～
２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した透明導電膜、ＩＴＯ及び酸化珪素を含む酸化イン
ジウムスズなどを用いても良い。図７では陽極６００７としＩＴＯを用いている。陽極６
００７は、その表面が平坦化されるように、ＣＭＰ法、ポリビニルアルコール系の多孔質
体を用いた拭浄で研磨しても良い。またＣＭＰ法を用いた研磨後に、陽極６００７の表面
に紫外線照射、酸素プラズマ処理などを行ってもよい。
【００８６】
　また陰極６０１０は、光が透過する程度の膜厚とし、仕事関数の小さい導電膜であれば
公知の他の材料を用いる。例えば、Ｃａ、Ａｌ、ＣａＦ、ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ等が望まし
い。なお陰極側から光を得るためには、膜厚を薄くする方法の他に、Ｌｉを添加すること
で仕事関数が小さくなったＩＴＯを用いる方法もある。本発明で用いる発光素子は、陽極
側と陰極側の両方から光が発せられる構成であれば良い。
【００８７】
　なお、実際には図７まで完成したら、さらに外気に曝されないように気密性が高く、脱
ガスの少ない保護フィルム（ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）や透光性
のカバー材６０１２でパッケージング（封入）することが好ましい。その際、カバー材の
内部を不活性雰囲気にしたり、内部に吸湿性材料（例えば酸化バリウム）を配置したりす
るとＯＬＥＤの信頼性が向上する。そして本発明では、カバー材６０１２にカラーフィル
タ６０１３を設ける。
【００８８】
　なお、本発明は上述した作製方法に限定されず、公知の方法を用いて作製することが可
能である。
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【実施例４】
【００８９】
　本実施例では、本発明の発光装置の構成について説明する。図８（Ａ）に本実施例の発
光装置のブロック図を示す。図８（Ａ）に示す発光装置は、発光素子を備えた画素を複数
有する画素部８０１と、各画素を選択する走査線駆動回路８０２と、選択された画素への
ビデオ信号の入力を制御する信号線駆動回路８０３とを有する。
【００９０】
　図８（Ａ）において信号線駆動回路８０３は、シフトレジスタ８０４、レベルシフタ８
０５と、バッファ８０６とを有している。シフトレジスタ８０４には、クロック信号（Ｃ
ＬＫ）、スタートパルス信号（ＳＰ）、切り替え信号（Ｌ／Ｒ）が入力されている。クロ
ック信号（ＣＬＫ）とスタートパルス信号（ＳＰ）が入力されると、シフトレジスタ８０
４においてタイミング信号が生成され、レベルシフタ８０５に入力される。また切り替え
信号（Ｌ／Ｒ）によって、タイミング信号のパルスの出現する順序が切り替わる。
【００９１】
　タイミング信号は、レベルシフタ８０５においてそのパルスの高さが調整され、バッフ
ァ８０６に入力される。バッファ８０６では、入力されたタイミング信号のパルスに同期
して、ビデオ信号（video signal）をサンプリングし、信号線を介して画素部８０１に入
力する。
【００９２】
　次に、走査線駆動回路８０２の構成について説明する。走査線駆動回路８０２は、シフ
トレジスタ８０７、バッファ８０８を有している。また場合によってはレベルシフタを有
していても良い。走査線駆動回路８０２において、シフトレジスタ８０７にクロックＣＬ
Ｋ及びスタートパルス信号ＳＰが入力されることによって、選択信号が生成される。生成
された選択信号はバッファ８０８において緩衝増幅され、対応する走査線に供給される。
走査線には、１ライン分の画素のトランジスタのゲートが接続されている。そして、１ラ
イン分の画素のトランジスタを一斉にＯＮにしなくてはならないので、バッファ８０８は
大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。
【００９３】
　なお、シフトレジスタ８０４、８０６の代わりに、例えばデコーダ回路のような信号線
の選択ができる別の回路を用いても良い。
【００９４】
　本発明の発光装置を駆動する信号線駆動回路は、本実施例で示す構成に限定されない。
【実施例５】
【００９５】
　本実施例では、本発明の発光装置の構成について説明する。図８（Ｂ）に本実施例の発
光装置のブロック図を示す。図８（Ｂ）に示す発光装置は、発光素子を備えた画素を複数
有する画素部８１１と、各画素を選択する走査線駆動回路８１２と、選択された画素への
ビデオ信号の入力を制御する信号線駆動回路８１３とを有する。
【００９６】
　図８（Ｂ）において信号線駆動回路８１３は、シフトレジスタ８１４、ラッチＡ８１５
、ラッチＢ８１６を有している。シフトレジスタ８１４には、クロック信号（ＣＬＫ）、
スタートパルス信号（ＳＰ）、切り替え信号（Ｌ／Ｒ）が入力されている。クロック信号
（ＣＬＫ）とスタートパルス信号（ＳＰ）が入力されると、シフトレジスタ８１４におい
てタイミング信号が生成される。また切り替え信号（Ｌ／Ｒ）によって、タイミング信号
のパルスの出現する順序が切り替わる。生成したタイミング信号は、一段目のラッチＡ８
１５に順に入力される。ラッチＡ８１５にタイミング信号が入力されると、該タイミング
信号のパルスに同期して、ビデオ信号が順にラッチＡ８１５に書き込まれ、保持される。
なお、本実施例ではラッチＡ８１５に順にビデオ信号を書き込んでいるが、本発明はこの
構成に限定されない。複数のステージのラッチＡ８１５をいくつかのグループに分け、グ
ループごとに並行してビデオ信号を入力する、いわゆる分割駆動を行っても良い。なおこ
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のときのグループの数を分割数と呼ぶ。例えば４つのステージごとにラッチをグループに
分けた場合、４分割で分割駆動すると言う。
【００９７】
　ラッチＡ８１５の全てのステージのラッチへの、ビデオ信号の書き込みが一通り終了す
るまでの時間を、ライン期間と呼ぶ。実際には、上記ライン期間に水平帰線期間が加えら
れた期間をライン期間に含むことがある。
【００９８】
　１ライン期間が終了すると、２段目のラッチＢ８１６にラッチ信号（Latch Signal）が
供給され、該ラッチ信号に同期してラッチＡ８１５に保持されているビデオ信号が、ラッ
チＢ８１６に一斉に書き込まれ、保持される。ビデオ信号をラッチＢ８１６に送出し終え
たラッチＡ８１５には、再びシフトレジスタ８１４からのタイミング信号に同期して、次
のビデオ信号の書き込みが順次行われる。この２順目の１ライン期間中には、ラッチＢ８
１６に書き込まれ、保持されているビデオ信号が、信号線を介して画素部８１１に入力さ
れる。
【００９９】
　なお、シフトレジスタ８１４の代わりに、例えばデコーダ回路のような信号線の選択が
できる別の回路を用いても良い。
【０１００】
　本発明の発光装置を駆動する信号線駆動回路は、本実施例に示す構成に限定されない。
【実施例６】
【０１０１】
　次に、一方の面から他方の面へ表示を切り替える際の、走査方向とビデオ信号の切り替
えについて説明する。
【０１０２】
　一般的に、複数の画素がマトリックス状に配置された発光パネルでは、画素が１行づつ
選択されて、ビデオ信号が入力される。選択された１行の画素に順にビデオ信号を入力す
る駆動方法を、点順次駆動と呼ぶ。また、１行の画素の全てに同時にビデオ信号を入力す
る駆動方法を、線順次駆動と呼ぶ。いずれの駆動方法においても、各画素に入力されるビ
デオ信号は、必ず該画素に対応した画像情報を有している。
【０１０３】
　図９（Ａ）に、発光パネルにマトリックス状に設けられた複数の画素と、各画素に入力
される画像情報（Ｄ１～Ｄ３５）を示す。そして、図９（Ａ）に示す発光パネルは点順次
駆動をしているものと仮定し、走査線の走査方向を行走査方向として実線の矢印で、ビデ
オ信号が入力される画素の順番を列走査方向として破線の矢印で示す。
【０１０４】
　そして、図９（Ａ）に示す発光パネルを反対側の面から見た様子を、図９（Ｂ）に示す
。図９（Ａ）では列走査方向が右から左へ向かっているのに対し、反対側の面では図９（
Ｂ）に示すように、列走査方向が左から右へと反対の方向に向かっている。よって、１行
の画素においてビデオ信号の入力される順番が逆になる。
【０１０５】
　従って、表示する画面を切り替える際には、列走査方向を反対に切り替えるか、または
列走査方向に合わせてビデオ信号が有する画像情報を左右反転するように変更するか、い
ずれかの手段を講ずる必要がある。
【０１０６】
　なお、画像情報を左右反転するように切り替える場合、駆動回路の構成を単純にするこ
とができる。また、列走査方向を反対に切り替える場合は、発光パネルの走査方向に合わ
せてビデオ信号を処理するコントローラの構成をより単純にすることができ、また駆動の
際のコントローラの負担をより軽減させることができる。
【０１０７】
　なお、例えば発光パネルの反対側の面に画像を表示するために、発光パネルを行走査方
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向において反転させたとする。このとき、反対側の面では図９（Ｃ）に示すように、行走
査方向が図９（Ａ）と反対の方向に向かっている。よって、１行の画素においてビデオ信
号が入力される順番が逆になる。この場合も図９（Ｂ）の場合と同様に、行走査方向を反
対に切り替えるか、行走査方向に合わせてビデオ信号が有する画像情報を上下に反転する
ように変更するか、いずれかの手段を講ずる必要がある。
【０１０８】
　なお本実施の形態では点順次駆動の場合について説明したが、線順次駆動の場合も同様
に、画面の切り替えの際に、走査方向を切り替えたり、またはビデオ信号が有する画像情
報を左右または上下に反転させたりすれば良い。
【実施例７】
【０１０９】
　本実施例では、走査方向を切り替える機能を有する信号線駆動回路と走査線駆動回路の
具体的な構成について説明する。
【０１１０】
　図１０に、本実施例の信号線駆動回路の回路図を示す。図１０に示す信号線駆動回路は
アナログのビデオ信号に対応している。図１０において１２０１はシフトレジスタであり
、クロック信号ＣＫと、クロック信号ＣＫを反転させた反転クロック信号ＣＫｂと、スタ
ートパルス信号ＳＰによって、ビデオ信号をサンプリングするタイミングを決めるタイミ
ング信号を生成している。
【０１１１】
　またシフトレジスタ１２０１には、複数のフリップフロップ１２１０と、各フリップフ
ロップ１２１０に２つづつ対応している複数のトランスミッションゲート１２１１、１２
１２が設けられている。トランスミッションゲート１２１１、１２１２は、切り替え信号
Ｌ／Ｒによってそのスイッチングが制御され、一方がオンのときに他方はオフとなる。
【０１１２】
　トランスミッションゲート１２１１がオンのとき、スタートパルス信号は最も左側のフ
リップフロップ１２１０に与えられるので、右シフト型のシフトレジスタとして機能する
。逆にトランスミッションゲート１２１２がオンのとき、スタートパルス信号は最も右側
のフリップフロップ１２１０に与えられるので、左シフト型のシフトレジスタとして機能
する。
【０１１３】
　シフトレジスタ１２０１で生成されたタイミング信号は複数のインバータ１２０２によ
って緩衝増幅され、トランスミッションゲート１２０３に送られる。なお図１０では、シ
フトレジスタの出力の１つについてのみ、後段の回路（ここではインバータ１２０２、ト
ランスミッションゲート１２０３）を示しているが、実際には他の出力に対応する後段の
回路が複数設けられている。
【０１１４】
　トランスミッションゲート１２０３は緩衝増幅されたタイミング信号によってスイッチ
ングが制御される。そして、トランスミッションゲート１２０３がオンのときにビデオ信
号がサンプリングされて、画素部の各画素に供給される。シフトレジスタ１２０１が右シ
フト型として機能している場合は、列走査方向は左から右に向かっており、シフトレジス
タ１２０１が左シフト型として機能している場合は、列走査方向は右から左に向かってい
る。
【０１１５】
　次に図１１に、本実施例の信号線駆動回路の回路図を示す。図１１に示す信号線駆動回
路はデジタルのビデオ信号に対応している。図１１において１３０１はシフトレジスタで
あり、図１０に示したシフトレジスタ１２０１と同じ構成を有しており、走査方向の切り
替えが、切り替え信号Ｌ／Ｒによって制御されている。
【０１１６】
　シフトレジスタ１３０１において生成されたタイミング信号は、インバータ１３０２に
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おいて緩衝増幅された後、ラッチ１３０３に入力される。なお図１１では、シフトレジス
タ１３０１の出力の１つについてのみ、後段の回路（ここではインバータ１３０２、ラッ
チ１３０３、ラッチ１３０４）を示しているが、実際には他の出力に対応する後段の回路
が複数設けられている。
【０１１７】
　ラッチ１３０３はタイミング信号に従ってビデオ信号をラッチする。図１１ではラッチ
１３０３を１つだけ示しているが、実際にはラッチ１３０３は複数設けられており、ビデ
オ信号のラッチはタイミング信号に従って順に行なわれる。そしてこのラッチの順番は切
り替え信号Ｌ／Ｒによって、左から右のラッチ１３０３へ、または右から左のラッチ１３
０３へ方向を切り替えることができる。
【０１１８】
　全てのラッチ１３０３においてビデオ信号がラッチされたら、ラッチ信号ＬＡＴとその
反転信号ＬＡＴｂに従って、ラッチ１３０３に保持されたビデオ信号が一斉に後段のラッ
チ１３０４に送出され、ラッチされる。そしてラッチ１３０４にラッチされているビデオ
信号が、対応する画素に供給される。
【０１１９】
　次に図１２に、本実施例の走査線駆動回路の回路図を示す。図１２において１４０１は
シフトレジスタであり、図１０に示したシフトレジスタ１２０１と同じ構成を有しており
、走査方向の切り替えが、切り替え信号Ｌ／Ｒによって制御されている。ただしシフトレ
ジスタ１４０１において生成されたタイミング信号は、各行の画素を選択するために用い
られる。
【０１２０】
　シフトレジスタ１４０１において生成されたタイミング信号は、インバータ１４０２に
おいて緩衝増幅された後、画素に入力される。なお図１２では、シフトレジスタ１４０１
の出力の１つについてのみ、後段の回路（ここではインバータ１４０２）を示しているが
、実際には他の出力に対応する後段の回路が複数設けられている。
【０１２１】
　なお、本実施例で示す駆動回路は本発明の発光装置に用いることができる駆動回路の一
実施例であり、本発明はこれに限定されない。
【実施例８】
【０１２２】
　図１３（Ａ）に、本発明の電子機器の１つである携帯電話の構成を示す。図１３（Ａ）
に示す携帯電話のモジュールは、プリント配線基板９３０に、コントローラ９０１、ＣＰ
Ｕ９０２、メモリ９１１、電源回路９０３、音声処理回路９２９及び送受信回路９０４や
、その他、抵抗、バッファ、容量素子等の素子が実装されている。また、発光パネル９０
０がＦＰＣ９０８によってプリント配線基板９３０に実装されている。発光パネル９００
には、発光素子が各画素に設けられた画素部９０５と、前記画素部９０５が有する画素を
選択する走査線駆動回路９０６と、選択された画素にビデオ信号を供給する信号線駆動回
路９０７とが設けられている。
【０１２３】
　プリント配線基板９３０への電源電圧及びキーボードなどから入力された各種信号は、
複数の入力端子が配置されたプリント配線基板用のインターフェース（I/F）９０９を介
して供給される。また、アンテナとの間の信号の送受信を行なうためのアンテナ用ポート
９１０が、プリント配線基板９３０に設けられている。
【０１２４】
　なお、本実施例では発光パネル９００にプリント配線基板９３０がＦＰＣ９０８を用い
て実装されているが、必ずしもこの構成に限定されない。ＣＯＧ(Chip on Glass)方式を
用い、コントローラ９０１、音声処理回路９２９、メモリ９１１、ＣＰＵ９０２または電
源回路９０３を発光パネル９００に直接実装させるようにしても良い。
【０１２５】
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　また、プリント配線基板９３０において、引きまわしの配線間に形成される容量や配線
自体が有する抵抗等によって、電源電圧や信号にノイズがのったり、信号の立ち上がりが
鈍ったりすることがある。そこで、プリント配線基板９３０に容量素子、バッファ等の各
種素子を設けることで、電源電圧や信号にノイズがのったり、信号の立ち上がりが鈍った
りするのを防ぐことができる。
【０１２６】
　図１３（Ｂ）に、図１３（Ａ）に示したモジュールのブロック図を示す。
【０１２７】
　本実施例では、メモリ９１１としてＶＲＡＭ９３２、ＤＲＡＭ９２５、フラッシュメモ
リ９２６などが含まれている。ＶＲＡＭ９３２には発光パネル９００に表示する画像のデ
ータが、ＤＲＡＭ９２５には画像データまたは音声データが、フラッシュメモリ９２６に
は各種プログラムが記憶されている。
【０１２８】
　電源回路９０３では、発光パネル９００、コントローラ９０１、ＣＰＵ９０２、音声処
理回路９２９、メモリ９１１、送受信回路９０４に与える電源電圧が生成される。また発
光パネル９００の仕様によっては、電源回路９０３に電流源が備えられている場合もある
。
【０１２９】
　ＣＰＵ９０２は、制御信号生成回路９２０、デコーダ９２１、レジスタ９２２、演算回
路９２３、ＲＡＭ９２４、ＣＰＵ用のインターフェース９３５などを有している。インタ
ーフェース９３５を介してＣＰＵ９０２に入力された各種信号は、一旦レジスタ９２２に
保持された後、演算回路９２３、デコーダ９２１などに入力される。演算回路９２３では
、入力された信号に基づき演算を行ない、各種命令を送る場所を指定する。一方デコーダ
９２１に入力された信号はデコードされ、制御信号生成回路９２０に入力される。制御信
号生成回路９２０は入力された信号に基づき、各種命令を含む信号を生成し、演算回路９
２３において指定された場所、具体的にはメモリ９１１、送受信回路９０４、音声処理回
路９２９、コントローラ９０１などに送る。
【０１３０】
　メモリ９１１、送受信回路９０４、音声処理回路９２９、コントローラ９０１は、それ
ぞれ受けた命令に従って動作する。以下その動作について簡単に説明する。
【０１３１】
　キーボード９３１から入力された信号は、インターフェース９０９を介してプリント配
線基板９３０に実装されたＣＰＵ９０２に送られる。制御信号生成回路９２０は、キーボ
ード９３１から送られてきた信号に従い、ＶＲＡＭ９３２に格納してある画像データを所
定のフォーマットに変換し、コントローラ９０１に送付する。
【０１３２】
　コントローラ９０１は、発光パネル９００の仕様に合わせてＣＰＵ９０２から送られて
きた画像データを含む信号にデータ処理を施し、発光パネル９００に供給する。またコン
トローラ９０１は、電源回路９０３から入力された電源電圧やＣＰＵから入力された各種
信号をもとに、Ｈｓｙｎｃ信号、Ｖｓｙｎｃ信号、クロック信号ＣＬＫ、交流電圧（AC C
ont）、切り替え信号Ｌ／Ｒを生成し、発光パネル９００に供給する。
【０１３３】
　送受信回路９０４では、アンテナ９３３において電波として送受信される信号が処理さ
れており、具体的にはアイソレータ、バンドパスフィルタ、VCO（Voltage Controlled Os
cillator）、LPF（Low Pass Filter）、カプラ、バランなどの高周波回路を含んでいる。
送受信回路９０４において送受信される信号のうち音声情報を含む信号が、ＣＰＵ９０２
からの命令に従って、音声処理回路９２９に送られる。
【０１３４】
　ＣＰＵ９０２の命令に従って送られてきた音声情報を含む信号は、音声処理回路９２９
において音声信号に復調され、スピーカー９２８に送られる。またマイク９２７から送ら
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れてきた音声信号は、音声処理回路９２９において変調され、ＣＰＵ９０２からの命令に
従って、送受信回路９０４に送られる。
【０１３５】
　コントローラ９０１、ＣＰＵ９０２、電源回路９０３、音声処理回路９２９、メモリ９
１１を、本発明のパッケージとして実装することができる。本発明は、アイソレータ、バ
ンドパスフィルタ、VCO（Voltage Controlled Oscillator）、LPF（Low Pass Filter）、
カプラ、バランなどの高周波回路以外であれば、どのような回路にも応用することができ
る。
【実施例９】
【０１３６】
　本実施例では、可撓性を有する基板を用いた本発明の発光装置について説明する。可撓
性を有する基板を用いた発光装置は、厚みが薄く軽量であるということに加えて、曲面を
有するディスプレイや、ショーウィンドウ等などにも用いることができる。よって、その
用途は携帯機器のみに限られず、応用範囲は多岐にわたる。
【０１３７】
　図１４に、可撓性を有する基板を用いて形成された発光装置を、湾曲させた様子を示す
。基板５００１には、画素部５００２、走査線駆動回路５００３及び信号線駆動回路５０
０４が形成されている。基板５００１には、後の工程における処理温度に耐え得る素材を
用いる。
【０１３８】
　なお直接基板５００１上に、画素部５００２、走査線駆動回路５００３及び信号線駆動
回路５００４に用いられる各種半導体素子を形成せずに、一旦、耐熱性を有する基板上に
形成してから、別途用意した可撓性を有する基板上に転写しても良い。この場合転写は、
基板と半導体素子の間に金属酸化膜を設け、該金属酸化膜を結晶化により脆弱化して半導
体素子を剥離し、転写する方法、基板と半導体素子の間に水素を含む非晶質珪素膜を設け
、レーザ光の照射またはエッチングにより該非晶質珪素膜を除去することで基板と半導体
素子とを剥離し、転写する方法、半導体素子が形成された基板を機械的に削除または溶液
やガスによるエッチングで除去することで半導体素子を基板から切り離し、転写する方法
等、様々な方法を用いることができる。
【実施例１０】
【０１３９】
　本発明の発光装置は様々な電子機器に用いることが可能であるが、特に携帯用の電子機
器の場合、軽量化、小型化を図りつつ大画面化することで使い勝手が飛躍的に良くなるた
め、本発明の発光装置を用いることは非常に有用である。図１５に、本発明の電子機器の
一例を示す。
【０１４０】
　図１５（Ａ）は携帯情報端末（ＰＤＡ）であり、本体２１０１、筐体２１０２、表示部
２１０３、操作キー２１０４、アンテナ２１０５等を含む。図１５（Ａ）に示すように、
表示部２１０３には本発明の両面発光の発光装置が用いられており、ヒンジ２１０６を軸
にして筐体２１０２を回転させる事で、表示部２１０３の裏側を露出させることができる
。また本体２１０１の筐体２１０２と重なる部分に、別の発光装置を用いた表示部２１０
７を設けておいても良い。
【０１４１】
　図１５（Ｂ）は携帯電話であり、本体２２０１、筐体２２０２、表示部２２０３、２２
０４、音声入力部２２０５、音声出力部２２０６、操作キー２２０７、アンテナ２２０８
等を含む。図１５（Ｂ）では、表示部２２０３、２２０４に本発明の両面発光の発光装置
を用いることができる。
【０１４２】
　図１５（Ｃ）は電子ブックであり、本体２３０１、筐体２３０２、表示部２３０３、操
作キー２３０４等を含む。またモデムが本体２３０１に内蔵されていても良い。表示部２
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【０１４３】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが
可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～９に示したいずれの構成の発光装置
を用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】発光装置の断面構造を示す図。
【図２】偏光板を用いた発光装置の構造を示す図。
【図３】液晶パネルを用いた発光装置の構造を示す図。
【図４】発光装置の画素の回路図。
【図５】発光素子の断面構造を示す図。
【図６】発光装置の画素の回路図。
【図７】発光装置の画素の断面構造を示す図。
【図８】発光装置の構成を示すブロック図。
【図９】走査方向の切り替えを示す図。
【図１０】信号線駆動回路の回路図。
【図１１】信号線駆動回路の回路図。
【図１２】走査線駆動回路の回路図。
【図１３】携帯電話に備えられた発光装置のモジュールの構成を示す図。
【図１４】可撓性を有する基板を用いた発光パネルの図。
【図１５】本発明の電子機器の図。
【符号の説明】
【０１４５】
１０１　発光パネル
１０２　カラーフィルタ
１０３　カラーフィルタ
１０４　偏光板
１０５　偏光板
１１１　発光パネル
１１２　カラーフィルタ
１１３　カラーフィルタ
１１４　液晶パネル
１１５　液晶パネル
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